
お 知 ら せ 
 

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ８ 日 

宇部市水道局財務課管財係 

 

入札・契約制度の見直しについて 

 

このことについて、下記のとおり制度の改正を行いますので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 解体工事に係る入札制度の見直しについて 

競争性の確保等の観点から、以下のとおり現制度を改正します。 

【現 行】 

 解体工事を最低制限価格制度の対象とし、予定価格の７５％を最低制限価格とする。 

【改正後】 

 予定価格が５００万円を超える解体工事について、低入札価格調査制度の対象とする。 

 また、「宇部市水道局低入札価格調査判断基準」に規定する判断基準額の対象外とする。 

※他の工種に関しては従来どおりです。 

＜例＞ 

 予 定 価 格：10,000,000円 

 調査基準価格： 9,000,000円（改正後：低入札価格調査制度） 

 最低制限価格： 7,500,000円（現 行：最低制限価格制度） 

 （入札状況） 【現 行】 【改正後】 

 A 社：1,100 万円 予定価格超過 予定価格超過 

予定価格：1,000万円       

 B 社：950万円 有効 有効 

調査基準価格：900万円       

 C 社：850万円 有効 低入札 

 D 社：800万円 有効（落札） 低入札 

最低制限価格：750万円       

 E 社：700万円 無効 低入札 

 F 社：650万円 無効 低入札 

 



【現 行】 

 Ａ社は有効な入札であるが予定価格超過、Ｂ・Ｃ・Ｄ社は有効な入札、Ｅ・Ｆ社は最低制

限価格未満の入札で無効。 

 最低制限価格以上予定価格以下の入札で、最も価格の低いＤ社が落札者。 

【改正後】 

 Ａ社は有効な入札であるが予定価格超過、Ｂ社は有効な入札、Ｃ～Ｆ社は低入札価格調査

の対象（判断基準額による失格制度なし。） 

 最も低い価格で入札した業者（Ｆ社）から順に低入札価格調査を行い、契約の内容に適合

した履行に問題がないと判断した段階で調査を終了し落札者を決定。低入札価格調査によ

り全ての業者（Ｃ～Ｆ社）が失格になった場合、Ｂ社が落札者。 

 

２ 条件付一般競争入札制度の改正について（その１） 

  下水道事業の市長部局への移管に伴い、受注機会の確保及び受注の平準化の観点から、

以下のとおり現制度を改正します。 

【現 行】 

 土木一式工事に係る条件付一般競争入札について、Ａ等級で３件又はＢ等級で２件落札

した場合、当該工事のいずれかが完了するまでその年度内は次の入札に参加できない。 

【改正後】 

 土木一式工事に係る条件付一般競争入札について、Ａ等級又はＢ等級の工事を落札した

場合、当該工事が完了するまでその年度内は次の入札に参加できない。 

 

３ 条件付一般競争入札制度の改正について（その２） 

  条件付一般競争入札の対象工事の拡大に伴い、競争性及び公平性の観点から、以下のと

おり入札参加資格要件の見直しを行います（従来の措置の見直し）。 

【改正内容】 

 設計金額が概ね２，０００万円未満で、同種・類似工事の施工実績を求めた場合、同実績

がない場合においても、水道局が過去５年間に発注した同種・類似工事の入札参加実績を有

していれば、必要に応じて入札参加を可能とする（入札公告において明示）。 

 

４ 施行日 

令和４年５月１日（以降に入札公告又は指名通知を行うものについて適用） 

 

５ その他 

関連する実施要領等につきましては、水道局ウェブサイトをご参照ください。 


